
千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

子ども・若者育成支援推進事業

県民生活課　子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号） 2330

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

5　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

ニート、ひきこもり等青少年の抱える問題の深刻化に対応し、こうした若者を自立支援機関につなげ、適切な支
援を行う体制の整備を図るため、県の関係課、国の機関、民間の団体などで構成する「千葉県子ども・若者支援
協議会」の運営を行い、各支援機関の連携と効果的かつ円滑な支援を継続して行っていくための情報共有を
行った。また、協議会の中に、テーマ毎に検討を進めるための専門部会を平成24年度に設置し、活発な協議を
行った。

・千葉県子ども・若者支援協議会開催実績：
　　代表者会議：　１回・・・年度内各専門部会での検討結果等を協議会全構成機関が認識
　　担当者会議：　１回・・・支援機関相互の存在及び、それぞれの活動内容を再認識
　　専門部会：　　 ３回・・・支援機関の実務上の問題点整理、機関相互の連携・広報の重要性認識
・人材育成の為の講習会の開催：１回（講習会名：子ども・若者支援業務担当者育成講習会）
　　　・・・200名を超える一般県民、自治体支援業務担当者、学校関係者が参加し、活発な意見交換を行った

・異なる団体間のより密接な連携
・困難を抱える子どもや若者を適切に支援できる人材の養成
・協議会としての提言・報告書等を作成する

事業内容

財源内訳

基本方策

ひきこもり・ニート・不登校等、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子どもや若者に
対して、包括的な支援を提供できる体制を整備するため、各機関同士の連携を推進して支
援する体制を整備する。

45-1

324504

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

基本目標



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

子ども・若者育成支援推進事業

県民生活課　子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号） 2330

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

5　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

子ども・若者の抱える様々な問題に対し、必要な情報の提供や助言、適切な支援機関の紹介を行うワンストップ
相談窓口「千葉県子ども・若者総合相談センター（ライトハウスちば）」を平成24年7月に設立した。

・相談件数（平成24年度）…503件（内訳：ひきこもり24.5％、不登校15.5％、就労12.3%ほか）
深刻な悩みを抱えている相談者の方へ、適切な専門支援機関（655箇所）を紹介するとともに、じっくりと話に耳を
傾ける「傾聴」も実施している。県民等からは、「ライトハウスちば」の開設当初より「話を丁寧に聞いてもらえて
ほっとした」「今までしっかり話を聞いて、教えてくれるところがなかったので良かった」など、大きな反響があった。
・「ライトハウスちば」ホームページへのアクセス件数（平成24年８月から平成25年3月まで）…892件

・ライトハウスちばの周知のための各種広報活動（千葉県ホームページにおける周知や広報カードの配布など）
・つなぎ先相談機関の充実
・「相談したいのに、どこに相談したらよいかわからない」という潜在化したニーズを発掘するため、訪問相談（ア
ウトリーチ）など、新たな支援方法の導入を検討する必要がある

事業内容

財源内訳

基本方策

ひきこもり・ニート・不登校等、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子どもや若者に
対して、専用の電話回線により電話相談を実施するとともに対応できない問題について
は、他の専門機関を照会するなどの総合相談窓口としての機能も持たせる。

45-2

12,67611,216

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

基本目標



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

障害者条例関連事業

障害福祉課　障害者権利擁護推進室 問合せ先（電話番号） 2935

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

46

基本方策

58,939

52,384

59,500

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

基本目標

○相談受付件数　193件（H23 196件）　条例施行から累計1,411件
○地域相談員の委託　624名（H25.3時点）
　身近な地域における相談役として、身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者の支援に関
わっている人々、人権擁護委員、元学校教員などに「地域相談員」を委嘱している。
○推進会議の開催　1回
　推進会議で取組むべき課題の進捗状況、及び、災害時における障害のある人への支援について考える
フォーラムの報告を行い、平成25年度に予定している障害のある人へのやさしい取組みの応援について
説明をした。
○教育機関に対しては、条例施行当時から校長・教頭をはじめとする教職員等の会議の場において条例
の説明をしてきたが、平成22年頃から教職員だけではなく、中学校・高等学校の福祉授業として直接生
徒に説明を行い、平成23年度には、その対象を小学校にまで拡大した。平成24年度においては、学校で
約120回の説明・講話・講演を行っている。
○このほか、条例の周知活動は、福祉施設や福祉関係事業所のほかに、日常生活で利用するスーパー・
コンビニ・ドラッグストア等へも行っている。

○教育現場において、条例周知のための授業を行ったこと等により、障害への理解を深めるきっかけに
なった。
○障害のある人が、障害のあることによる生活上の困難を周囲の人たちに伝えやすくなった。
○障害のある人のことを考えたことのなかった人たちに、障害のある人の暮らしにくさについて考える
きっかけになった。

事業内容

　障害のある人に対する理解を広げるとともに、差別をなくすため、「障害のある
人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づいて、差別に関する相談
活動を担う広域専門指導員・地域相談員を委嘱し個別の事案解決の取り組みを進め
るとともに、条例の趣旨の周知を図り、理解を広げます。また、差別の背景にある
制度や習慣を変えていく仕組みとして「推進会議」を設置する等により、福祉の分
野に留まらず経済界等も含め、県民運動として幅広く誰もが暮らしやすい社会づく
りを推進する取り組みを進める。

財源内訳



３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

○条例を制定し6年を終え、地域相談員・広域専門指導員による活動が定着した。障害当事者の身近な相
談窓口も、各健康福祉センター・障害福祉センターにあることも認知されてきている。今後も、一般県
民への条例を周知し、ともに暮らしやすい千葉県づくりを勧める必要がある。
○また、視覚障害者が銀行を利用しやすくするための取組をおこなったように、制度や習慣等について
議論して見直しを行ったり、障害のある人へのやさしい取組みの応援（平成22年度に実施）を行うこと
を通して、障害に対する理解を県民に広めていくことも必要と考える。
○また、この条例は、他の自治体（北海道・さいたま市等）にも波及し、「障害に対する理解」は千葉
県内にとどまらず、全国的に広まっている。。また、国の障害者差別解消推進法が可決成立したことか
ら、条例を全国で初めて制定した県としては、国の動向を注視しながら、障害者の期待にこたえること
ができるように取組みの充実を図っていくことが必要である。



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

ひきこもり地域支援センター事業

障害福祉課精神保健福祉推進室 問合せ先（電話番号） 2680

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要するを抱える子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

電話相談件数455件

アウトリーチ件数0件

（2）事業の成果

　今まで誰にも相談できずに一人で悩んでいたひきこもり本人や親等の需要に応えている。

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

7,216

　今年度は、電話相談だけでなくアウトリーチにも対応するようにした。しかし、アウトリーチに至る過程（面接・ア
セスメント会議）で終了してしまい、実施には至らなかった。
　これを踏まえ、アウトリーチが実施可能な体制を再構築するとともに、「ひきこもりサポーター養成事業」や「ひき
こもりサポーター派遣事業」の検討をする。

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

1/2国庫補助 1/2国庫補助

47

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

ひきこもり本人や家族等が、最初にどこに相談してよいかを明確にすることにより、より支援に結びやす
くすることを目的に「ひきこもり地域支援センター」を設置。ひきこもり支援コーディネーターを配置し、
ひきこもり本人や家族等からの電話相談に応じるとともに、相談内容に応じて適切な関係機関につな
げる。

7,000

5,286



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

問合せ先（電話番号） 4055

１　事業の概要

当初予算額（千円） 24年度 ― 25年度 ― 26年度

決算額（千円） 24年度 ― 25年度 ― 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

・各地区において、訪問相談担当教員の活動が認知され、活動の幅も広がっているが、地域によっては、訪問相
談担当教員がスケジュールの問題で地域のニーズに応えきれないことがある。実態に合わせた人員配置が課題
である。また、家庭訪問や携帯電話等の通信費も十分に令達できていない現状である。

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

訪問相談担当教員の配置

指導課生徒指導室

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や特に配慮を要する子ども・親の支援

・不登校児童生徒の支援の充実を図るために、不登校児童生徒への家庭訪問を中心とし
た活動を行う教員を不登校対策拠点校に配置する。
・訪問相談担当教員は教職員、保護者及び不登校児童生徒に対する助言・支援を行う。

事業内容

48

財源内訳

基本目標

基本方策

・平成24年度は、県内１１校に不登校対策拠点校を指定し、併せて訪問相談担当教員の配置を行った。平成24
年度の訪問相談担当教員の総活動件数は、１２，８８０件で、一人当たり１，１７１件の対応を行っている。また、
年間5回の研修会を子どもと親のサポートセンターで実施し、事例検討や講義・情報交換を行った。

・不登校対策拠点校及び訪問相談担当教員が、不登校児童生徒の実態把握、教職員への助言、さらに保護者
及び不登校児童生徒に対する訪問相談の実施等で各地区の中心となり活動しており、地区内の小中学校から
の要請も多い。各学校への助言・支援は、年間5回の研修会で行った事例検討や講義等を生かして、それぞれの
ニーズに合わせたものを提供している。平成24年度は、訪問相談担当教員がかかわり、好転に向かったケース
は、231件であった。



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

49

生徒指導専任指導主事の配置

指導課　生徒指導室 問合せ先（電話番号） 4054

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

平成２４年度は、県内５教育事務所に１２人の生徒指導専任指導主事を配置した。１，２学期の総訪問学校数は
６０１校であり、延べ８６９回訪問し、教職員に指導を行った。

一定期間、特定の学校に派遣されており、その学校の教職員と生徒指導体制の確立について、共に考え、活動
することによって、その学校の実情に合った生徒指導方針を確立できた。その結果、校内の暴力行為等の問題
行動が消失していった。また、警察や児童相談所等の関係機関との連携もスムーズに行われた

学校によって、校長、教頭のリーダーシップがやや弱く、生徒指導の方向性を助言しても、なかなか教職員に浸
透しない面も見られた。その結果、各教職員が個人で生徒指導に当たるため、生徒、保護者に理解を得られない
場面も見られた。今後については、生徒指導体制の確立のためのコーディネーター的役割を発揮し、教職員が一
丸となって生徒指導に当たれるよう取り組む。

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

　幼・小・中・高・特別支援学校の児童生徒の暴力行為、いじめ、不登校等の生徒指導上の
諸問題に対応するため、児童生徒の学校生活への適応、生徒指導体制の確立及び教育
相談活動の充実等に関し、指導・助言を行う。

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

不登校対策推進校の指定

指導課生徒指導室 問合せ先（電話番号） 4054

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

平成２４年度は、県内１１３校の中学校を不登校対策推進校として指定し、加配教員を１名配置した。２学期に各
地域１２校を学校訪問したが、適正な運営がなされていた。

様々な理由により、登校できない児童生徒や学級に入れない児童生徒に対して、不登校支援教室で教育相談や
学習支援を行うことで、学級復帰につながった児童生徒が見られた。また、学級担任と情報共有をすることで、利
用している児童生徒への理解が深まった。

不登校児童生徒支援教室の在り方について、全教職員の共通理解が不足している学校もあり、加配教員と他の
教職員に意識の差が少し見られる学校もあり、不登校児童生徒への理解を深める教職員の研修が必要である。
年度当初に不登校児童生徒支援教室の運営について、職員会議や生徒指導部会で確認し、不登校児童生徒の
学級復帰に向けて取り組む。

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

学校内に不登校児童生徒支援教室を設置し、実践的な活動等を通して不登校及び不登校
傾向にある児童生徒に対する適切な支援を行うことを目的として、児童生徒支援（不登校）
加配教員１名を加配する。

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

50



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

指導課生徒指導室 問合せ先（電話番号） 4054

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援（自立支援）

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

　学校への「アウトリーチ・プログラム」として、集団対応の学校支援を実施するとともに、段階的な個別プログラ
ムによる継続的な関わりについての取組を行った。
　不登校児童生徒の中で、家庭に引きこもりがちな状況にある児童生徒を対象として、訪問相談等を実施し、子
どもとの人間関係づくり、や保護者の不安感の排除等に取り組むとともに、再委託先の８市等では、市町村の教
育支援センターや校内児童生徒支援教室等へつなげ、学校復帰の足掛かりとした。

　子どもと親のサポートセンターでは、「アウトリーチ・プログラム」としての学校支援事業において、校内研修会や
事例検討会などの単発の対応から、所員の児童生徒観察を踏まえた継続した事例検討会の開催となった。
　再委託先の市等からは、「長欠率・不登校率が低下した」「相談体制の機能が強化された」「適応指導教室利用
者の状況が改善した」「連携強化により、学校復帰につながった」「複数の機関が連携することにより、課題のあ
る家庭に積極的にかかわることができた」などの報告があった。

　「福祉的な対応が必要となるケースについての関係機関との連携」、「早期段階や学校復帰後の情報交換や連
携」、「訪問相談員の充実」、「ケースによる各機関の役割分担」などが課題として挙げられた。
　平成２５年度は、後継の国の委託事業「いじめ対策等生徒指導推進事業」を受けて、同様の事業を平成２４年
度の課題を踏まえて、より充実させていく。

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

　不登校の課題について国の委託を受け、子どもと親のサポートセンターの支援事業部
で、学校支援及び居場所作り、不登校相談等を実施する。また、８つの市等に再委託し、不
登校児童生徒への様々な支援の在り方について、調査研究を行う。

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

問題を抱える子ども等の自立支援に関する調査研究（国の委託事業「生徒指導・進路指導総合推進事業」）

51

6,995

4,571

5,079



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

特別支援アドバイザー事業

特別支援教育課障害児支援室 問合せ先（電話番号） 4050

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

財源内訳

・学校からの要請数は、年々増加傾向にあり、平成２４年度は、９１０件（平成２３年度　８７４件　３６件の増）で
あった。
・実施数は、８０７件であり、８９％の実施率であった。
・特別支援アドバイザーが訪問できなかった１０３件については、教育事務所の担当指導主事や特別支援学校の
地域支援担当者等が訪問等を行い、助言・援助を行った。
・特別支援アドバイザー連絡会を７回開催し、情報交換及び事例検討を行い、資質の向上を図った。

基本目標

基本方策

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方に
ついて、幼稚園、小・中学校、高等学校からの要請に応じて、各教育事務所に配置した「特別支援ア
ドバイザー」を派遣し、教職員等に対して指導・助言を行う。

52計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

事業内容

53,791

55,90055,900

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

・専門的な立場から実態把握の仕方や、支援方法について助言したことにより、担任等が、日常生活場面や授業
の中で障害のある幼児児童生徒をより適切に指導できるようになってきた。
・学級担任と支援員等、関係者どうしの連携の取り方について助言したことにより、校内体制づくりが進んでき
た。
・「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」の作成について助言したことにより、担任の気づきが生まれ、作
成に結びついた事例が見られた。

・要請数が多くなり、長期派遣（１週間～２週間）の日数確保が難しくなってきた。（１校に長く行けない）
・一定程度連続で学校を訪問し、対象学級の観察を十分に行っていたが、派遣日数期間の確保が難しくなると、
物理的にきめ細かい観察ができなくなってしまう。
・学校から「もう少し長く学校へ来て見てほしい」という要望があがっている。
・要請を受け、訪問した学校に対し、教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方等について適切な助言・援助を行
うため、アドバイザーの増員を視野に入れ、配置について検討をしていきたい。

・特別支援アドバイザー連絡会を７回開催し、情報交換及び事例検討を行い、資質の向上を図った。



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

特別支援教育コーディネーター研修

特別支援教育課障害児支援室 問合せ先（電話番号） 4050

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 24年度 184 25年度 179 26年度

決算額（千円） 24年度 160 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

・研修会を年５回実施した。（6/29  8/2  10/12  11/21  1/25)
・８０名の特別支援教育コーディネーター（小・中・高・特別支援学校の希望者）が年５回の研修会に参加した。

計画番号 53

事業名

担当課・室・班名

柱

基本目標

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援を学校として
組織的に機能させる働きを担う特別支援教育コーディネーターに対し、その資質及び指導力の向上
を図るため、障害の理解、相談支援の在り方等について学ぶ研修を実施する。

基本方策

事業内容

財源内訳

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

・研修後のアンケートでは、80%以上の参加者から「満足だった」という感想を得られた。
・特別支援教育コーディネーターの役割や校内支援体制の在り方、障害の理解と支援の在り方等について、理解
と実践力を高めることができた。
・第２回に実施した「教育相談の在り方について」の研修は、保護者対応等の方法を学ぶことができ、特別支援教
育コーディネーターの資質向上に特に効果があった。

・開催時期の関係で参加できない教員が見られたため、夏季休業中に実施する等、参加しやすい工夫をしていく
必要がある。
・参加者の研修ニーズが多様化してきているので、研修内容の工夫が必要である。
・演習や事例検討等、実践に役立つ内容を取り入れ、参加者の研修後の「満足度」を高めていきたい。



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

教育相談事業の充実

子どもと親のサポートセンター教育相談部 問合せ先（電話番号） 207-6034

１　事業の概要

教育相談を通して子ども・保護者・教職員を支援していく。

教育の諸問題に対して適切な教育相談活動を実施し，子ども・保護者・教職員を支援する。

県民のニーズに対応した相談体制を整備し，他機関と連携しながら事業を進めていく。

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

　子どもたちや家庭を取り巻く環境の大きな変化や，発達障害に起因する諸問題の増加，加えていじめや体罰な
ど喫緊の課題への対応等，県民の教育相談に対するニーズは，一段と高まってきている。
　当センターでは，これらのニーズに応えるため相談体制をより充実したものとしていく必要がある。日頃から相
談員の資質向上を図ると共に，学校や医療機関等、関係諸機関との連携を密にしながら，相談を進めていく。ま
た，発達障害を伴う事例が増える中，特別支援教育部との連携をより充実させていく必要もある。

　相談内容が複雑多岐にわたり長期化する中で，個々の相談に対して真摯な対応を心がけた。
　また，いじめや体罰等喫緊の課題が大きく取り上げられ，本センターが相談窓口として周知されると，関連する
相談も増加した。関係機関・学校等と連携を取りながら，その対応にあたっている。
　最も相談件数が多い不登校の相談については，悩んでいる子ども・保護者に寄り添い，子どもを取り巻く様々な
環境を整えると共に，学校をはじめ関係機関と連携しながら相談活動を進め，改善しているケースも増えつつあ
る。
　

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

41,908

41,078

39,834

学校生活に関すること，心や体のこと，その他進路や適性に関すること等，教育に関する
諸問題に対して，電話相談・来所相談・Ｅメール相談・ＦＡＸ相談の体制を整え，学校等他機
関との連携を図りながら，子ども・保護者・教職員を支援していく。

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

54

　平成24年度の相談件数の総数は，20,132件であり，前年度と比べて980件（＋5.1％）増加している。電話相談では，
家庭問題，学校・教師関係，いじめ等の相談が多い。来所相談は，並行面接を実施，カウンセリングや遊戯療法等を
通して教育的･心理学的立場から支援を行った。内容は，不登校の相談が最も多く，相談対象では小学生が多く、続い
て中学生、高校生の順となっている。また，メール相談も増加傾向にあり，年間約300件の相談があった。
　近年，子どもの問題が重症化しており，統合失調症，うつ病，自傷行為等，医療に直結する事例や，発達障害を伴う
相談も増えている。



千葉県青少年総合プラン平成２４年度事業　評価シート

問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

当初予算額（千円） 24年度 25年度 26年度

決算額（千円） 24年度 25年度 26年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

すべて一財 すべて一財

ちば地域若者サポートステーション事業

雇用労働課　若年者就労支援班

55

2745

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

Ⅱ 困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３ 困難な状況ごとの支援

５ 困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

　学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、一定期間無業の状態にある１５歳から３
９歳の方を対象に、各人の置かれた状況に応じた個別的な相談を行うとともに、働く意欲の
向上やキャリア開発を図るための自立支援プログラムなどを実施している。また、若者の自
立を支援している機関・団体とのネットワークを整備・活用して、より適した支援を行えるよう
連携を図っている。

7,415 7,415

　24年度は、県内４サポステの情報交換会を実施し、サポステ間での情報共有をすすめたが、25年度は県内の
サポステ数が７カ所に増えたことをふまえて、若者自立支援にかかわる関係機関や団体とのネットワーク構築を
さらに推進していく。また、25年度からすべてのサポステで実施することになった「学校連携推進事業」における高
等学校への訪問支援を継続的に実施することで、自立支援の機会拡充をはかり、あわせて、地域若者サポート
ステーション事業のさらなる周知と広報に努めたい。

7,348

　キャリアカウンセラー及び臨床心理士による相談、並びに自立支援プログラムの実施等により、就職決定者92
名を含む110名の進路が決定した。
　相談件数は2,766件。自立支援プログラム参加者は3,991名。
　新規登録者は298名（平成18年10月からの累計は1,750名）。

　利用者の状況に応じた支援を行うため、キャリアカウンセラーや臨床心理士による個別相談に重点を置いてい
る。その上で、自立支援プログラムを併用することにより、進路決定に導いており、若者の職業的自立支援事業
として、効果をあげている。また、23年度に引き続いて24年度も外部（木更津、君津、館山）に出張しての保護者
セミナーを実施したほか、24年度はサポステ事業のオプションである「高校中退等アウトリーチ事業」を国から受
託したことにより、高等学校４校に訪問し、出張セミナーや出張相談などを実施したことで、活動の裾野を広げ、
本事業の周知広報をすすめることができた。


